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図 11.3.2.3 建設機械の稼働に係る振動の 

予測地点位置図 
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(4) 予測条件 

ア. 予測対象ユニットの選定 

予測対象ユニットは、工事計画により想定した工種及び予測される工事内容を基

に選定した種別の中から、工事の区分ごとに、最も振動の影響が大きくなるものを

選定しました。 

選定した予測対象ユニットは、表 11.3.2.4 に示すとおりです。 

 

表 11.3.2.4 予測対象とした工事区分、種別及びユニット 

番号 予測地点 工事区分 種別 ユニット ユニット数 

1 諏訪市四賀 1 土工 
ア ス フ ァ ルト

舗装工 

路盤工 

（上層・下層路盤） 
1 

2 諏訪市四賀 2 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 1 

3 諏訪市四賀 3 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 1 

4 諏訪市四賀 4 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 1 

5 諏訪市上諏訪 1 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 1 

6 諏訪市上諏訪 2 土工 
ア ス フ ァ ルト

舗装工 

路盤工 

（上層・下層路盤） 
1 

7 諏訪市上諏訪 3 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 1 

8 諏訪市上諏訪 4 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 1 

9 下諏訪町東高木 1 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 1 

10 下諏訪町東高木 2 土工 
ア ス フ ァ ルト

舗装工 

路盤工 

（上層・下層路盤） 
1 

11 下諏訪町東高木 3 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 1 

12 下諏訪町武居南 1 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 1 

13 下諏訪町武居南 2 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 1 

14 下諏訪町東町中 土工 
ア ス フ ァ ルト

舗装工 

路盤工 

（上層・下層路盤） 
1 
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イ. 施工範囲 

土工部における施工範囲は、1 日の施工範囲としました。また、橋梁部における

施工範囲は、橋台又は橋脚の位置としました。 

 

ウ. ユニットの配置 

ユニットの配置は、工事の内容を考慮して設定しました。なお、ユニットが移動

型であり施工範囲の特定が困難な場合は、建設機械の作業半径や必要最小限の移動

スペースを考慮して予測地点から 5m 離れた位置に設定しました。 

ユニットの配置は、表 11.3.2.5 に示すとおりです。 

 

表 11.3.2.5 ユニットの配置 

番号 予測地点 
工事 

区分 
種別 ユニット 

ユニットの振動源位

置から予測地点まで

の距離（m） 

1 諏訪市四賀 1 土工 
アスファルト

舗装工 

路盤工 

（上層・下層路盤） 
5 

2 諏訪市四賀 2 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 5 

3 諏訪市四賀 3 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 5 

4 諏訪市四賀 4 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 5 

5 諏訪市上諏訪 1 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 5 

6 諏訪市上諏訪 2 土工 
アスファルト

舗装工 

路盤工 

（上層・下層路盤） 
5 

7 諏訪市上諏訪 3 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 5 

8 諏訪市上諏訪 4 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 5 

9 下諏訪町東高木 1 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 5 

10 下諏訪町東高木 2 土工 
アスファルト

舗装工 

路盤工 

（上層・下層路盤） 
5 

11 下諏訪町東高木 3 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 5 

12 下諏訪町武居南 1 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 5 

13 下諏訪町武居南 2 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 5 

14 下諏訪町東町中 土工 
アスファルト

舗装工 

路盤工 

（上層・下層路盤） 
5 
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エ. ユニットの基準点振動レベル 

工事の区分ごとに設定したユニットの基準点振動レベルは、表 11.3.2.6 に示す

とおりです。 

 

表 11.3.2.6 予測に用いたユニット基準点振動レベル（∆𝐿  ） 

工事区分 種別 ユニット 基準点振動レベル（dB） 

土工 ア ス フ ァ ル ト

舗装工 

路盤工 

（上層・下層路盤） 
59 

土工 盛土工 盛土（路体・路床） 63 

橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 63 

出典：「道路環境影響評価の技術手法 国土技術政策総合研究所資料第 714 号」 

（平成 25 年 3 月 国土技術政策総合研究所） 
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(5) 予測結果 

建設機械の稼働に係る振動の予測結果は、表 11.3.2.7 に示すとおりです。予測

結果は、59～63dB です。 

 

表 11.3.2.7 建設機械の稼働に係る振動の予測結果 

［単位：dB］ 

番号 予測地点 
工事 

区分 
種別 ユニット 予測値 規制基準

1 諏訪市四賀 1 土工 
アスファルト

舗装工 

路盤工 

（上層・下層路盤） 
59 

75 

2 諏訪市四賀 2 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 63 

3 諏訪市四賀 3 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 63 

4 諏訪市四賀 4 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 63 

5 諏訪市上諏訪 1 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 63 

6 諏訪市上諏訪 2 土工 
アスファルト

舗装工 

路盤工 

（上層・下層路盤） 
59 

7 諏訪市上諏訪 3 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 63 

8 諏訪市上諏訪 4 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 63 

9 下諏訪町東高木 1 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 63 

10 下諏訪町東高木 2 土工 
アスファルト

舗装工 

路盤工 

（上層・下層路盤） 
59 

11 下諏訪町東高木 3 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 63 

12 下諏訪町武居南 1 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 63 

13 下諏訪町武居南 2 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 63 

14 下諏訪町東町中 土工 
アスファルト

舗装工 

路盤工 

（上層・下層路盤） 
59 

注：規制基準は、「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11 月 10 日総理府令第 58 号、最終改正：平成 27 年 4 月 20

日環境省令第 19 号）の特定建設作業の規制に関する基準である。 
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 環境保全措置の検討 

(1) 環境保全措置の検討 

予測結果より、建設機械の稼働に係る振動に関しては、「振動規制法施行規則」

による特定建設作業の規制に関する基準以下ですが、事業者の実行可能な範囲内で

環境影響をできる限り回避又は低減することを目的として、2 案の環境保全措置を

検討しました。 

検討の結果、「低振動型建設機械の採用」及び「作業方法の改善」を採用します。 

検討した環境保全措置は、表 11.3.2.8 に示すとおりです。 

 

表 11.3.2.8 環境保全措置の検討 

環境保全措置 実施の適否 適否の理由 

低振動型建設機械の採用 適 
低振動型建設機械の採用により、振動の発生の低減が見込ま

れることから、本環境保全措置を採用する。 

作業方法の改善 適 

作業者に対する資材の取扱いの指導、建設機械の複合同時稼

働・高負荷運転を極力避ける等により、振動の発生の低減が

見込まれることから、本環境保全措置を採用する。 

 

(2) 検討結果の検証 

実施事例等により、環境保全措置の効果に係る知見は蓄積されていると判断され

ます。 

 

(3) 検討結果の整理 

環境保全措置に採用した「低振動型建設機械の採用」及び「作業方法の改善」の

効果、実施位置、他の環境への影響等について整理した結果は、表 11.3.2.9 に示

すとおりです。 
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表 11.3.2.9（1） 検討結果の整理 

実施主体 国土交通省関東地方整備局 

実施内容 
種類 低振動型建設機械の採用 

位置 建設機械が稼働する場所 

環境保全措置への効果 
低振動型建設機械の採用により、振動の発生の低減が見込まれ

る。 

効果の不確実性 なし 

他の環境への影響 特になし 

注：環境保全措置の具体化の検討時期は、工事の詳細な施工計画段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定する。 

 

表 11.3.2.9（2） 検討結果の整理 

実施主体 国土交通省関東地方整備局 

実施内容 
種類 作業方法の改善 

位置 建設機械が稼働する場所 

環境保全措置への効果 

作業者に対する資材の取扱いの指導、建設機械の複合同時稼

働・高負荷運転を極力避ける等により、振動の発生の低減が見

込まれる。 

効果の不確実性 なし 

他の環境への影響 大気質、騒音への影響が低減される。 

注：環境保全措置の具体化の検討時期は、工事の実施段階とし、最新の技術指針等を踏まえて決定する。 
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 事後調査 

予測の手法は、科学的知見に基づくものであり、予測の不確実性は小さいと考え

られます。 

また、採用した環境保全措置についても効果に係る知見が十分に把握されている

と判断でき、効果の不確実性は小さいと考えられることから、事後調査は行わない

ものとします。 

 

 評価結果 

(1) 回避又は低減に係る評価 

計画路線は道路の計画段階において、集落及び市街地をできる限り回避した計画

としており、住居等の保全対象への影響に配慮し、環境負荷の回避・低減を図って

います。 

また、環境保全措置として「低振動型建設機械の採用」及び「作業方法の改善」

を実施することで、環境負荷を低減します。 

このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減

されているものと評価します。 

 

(2) 基準又は目標との整合性の評価 

建設機械の稼働に係る振動の予測結果は、すべての予測地点において基準値以下

であり、基準等との整合は図られているものと評価します。 

整合を図るべき基準等は表 11.3.2.10 に、予測結果と規制基準を比較した評価結

果は表 11.3.2.11 に示すとおりです。 

 

表 11.3.2.10 整合を図るべき基準等 

項目 整合を図るべき基準又は目標 基準値 

振動レベルの 80%レンジ

の上端値（L10） 

【規制基準】 

「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11 月 10 日総理府

令第 58 号、最終改正：平成 27 年 4 月 20 日環境省令第

19 号）による特定建設作業の規制に関する基準 

75dB 以下 
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表 11.3.2.11 建設機械の稼働に係る振動の評価結果 

［単位：dB］ 

番号 予測地点 
工事 

区分 
種別 ユニット 評価値

規制 

基準 
評価 

1 諏訪市四賀 1 土工 
アスファルト

舗装工 

路盤工 

（上層・下層路盤）
59 

75 

基準又

は目標

との整

合が図

られて

いる。

2 諏訪市四賀 2 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 63 

3 諏訪市四賀 3 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 63 

4 諏訪市四賀 4 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 63 

5 諏訪市上諏訪 1 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 63 

6 諏訪市上諏訪 2 土工 
アスファルト

舗装工 

路盤工 

（上層・下層路盤）
59 

7 諏訪市上諏訪 3 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 63 

8 諏訪市上諏訪 4 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 63 

9 下諏訪町東高木 1 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 63 

10 下諏訪町東高木 2 土工 
アスファルト

舗装工 

路盤工 

（上層・下層路盤）
59 

11 下諏訪町東高木 3 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 63 

12 下諏訪町武居南 1 土工 盛土工 盛土（路体・路床） 63 

13 下諏訪町武居南 2 橋梁工 場所打杭工 オールケーシング 63 

14 下諏訪町東町中 土工 
アスファルト

舗装工 

路盤工 

（上層・下層路盤）
59 
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 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る振動  

 調査結果の概要 

 調査した情報 

調査項目は、以下のとおりとしました。 

 振動の状況 

・振動レベル（80%レンジの上端値（L10）） 

 地盤の状況 

・地盤種別 

 

 調査の手法 

調査の手法は、「第 11 章 11.3 振動 自動車の走行に係る振動」と同様としま

した。 

 

 調査地域及び調査地点 

調査地域は、工事用道路が既存道路等に接続あるいは工事用道路としての利用が

予測される既存道路の沿道で、住居等の保全対象が存在する地域としました。 

調査地点は、調査地域に位置する既存道路の代表区間（接続位置近傍）としまし

た。 

調査地点は、表 11.3.3.1 及び図 11.3.3.1 に示すとおりです。 

 

表 11.3.3.1 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る振動の調査地点 

番

号 
調査地点 路線名 都市計画用途地域 保全対象

A 諏訪市四賀 1 一般国道 20 号バイパス 準工業地域 住居等 

B 諏訪市四賀 2 一般国道 20 号 準工業地域 住居等 

C 諏訪市四賀 3 一般県道諏訪茅野線 第一種住居地域 住居等 

D 諏訪市上諏訪 主要地方道諏訪白樺湖小諸線 第一種低層住居専用地域 住居等 

E 下諏訪町高木 一般国道 20 号 準工業地域 住居等 

F 下諏訪町東町中 一般国道 142 号 第一種中高層住居専用地域 住居等 

注：都市計画用途地域は、図 4.2.7.11 を参照した。 

 

 調査期間等 

既存資料調査は、最新の資料が入手可能な時期に行いました。 

現地調査の調査期間は、1 年間を通じて平均的な交通状況を呈する平日の昼間時

間帯とし、振動の状況について、平成 29 年 11 月 15 日（水）から平成 29 年 11 月

16 日（木）及び平成 30 年 10 月 16 日（火）から平成 30 年 10 月 17 日（水）に測

定を行いました。 
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図 11.3.3.1 資材及び機械の運搬に用いる

車両の運行に係る振動調査位置図 
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 調査結果 

 振動の状況 

調査結果は、表 11.3.3.2 に示すとおりです。 

 

表 11.3.3.2 振動の状況（80%レンジの上端値（L10））の調査結果（道路交通振動） 

［単位：dB］ 

振動種別 番号 調査地点 路線名 調査結果（Ｌ10）

道路交通

振動 

A 諏訪市四賀 1 一般国道 20 号バイパス 53 

B 諏訪市四賀 2 一般国道 20 号 38 

C 諏訪市四賀 3 一般県道諏訪茅野線 31 

D 諏訪市上諏訪 主要地方道諏訪白樺湖小諸線 34 

E 下諏訪町高木 一般国道 20 号 44 

F 下諏訪町東町中 一般国道 142 号 26 

注 1：時間区分は、昼間（7 時～19 時）である。 

注 2：調査期間は以下に示すとおりである。 

調査地点 A～D、F：平成 29 年 11 月 15 日（水）から平成 29 年 11 月 16 日（木） 

調査地点 E   ：平成 30 年 10 月 16 日（火）から平成 30 年 10 月 17 日（水） 

 

 地盤の状況 

調査結果は、「第 11 章 11.3 振動 自動車の走行に係る振動」と同様としまし

た。 

 

 

 


